
2019年10月消費税10％引き上げと同時に軽減税率導入が予定される消費税の制度改正に向けて、事業者
の皆様に事前に知っておくべきこと、また活用できる補助金についての説明会を開催いたします。 
特に軽減税率導入に関係する小売業・サービス業の皆様におかれましては、是非ご参加いただきます様 

お待ちしております。 

【内 容】 
 

消費税の改正について 
       益田税務署 個人課税部門担当官 

 ・税率 10％への引き上げ 

 ・軽減税率制度の導入  

 ・適格請求書等（インボイス）保存方式 

 

レジ補助金について 
           益田商工会議所 担当職員 

 ・レジ補助金の概要 

・対象となる事業者、申請スケジュール 

【開催日】 

【時 間】 

平成 29年 10月 12日（木） 

10：00～11：30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■会   場   益田商工会議所  

3階大会議室（益田市元町12-7） 

■定   員    50名  

■受 講 料    無料 

■申込方法     下の申込書をFAX等でお送りください。 

■主    催   益田商工会議所 小売商業部会 観光交通部会 

■共  催   益田税務署 
 

益田商工会議所 行 （ＦＡＸ 0856-23-4343） 

（10/12講座）「消費税軽減税率制度説明会」 受講申込書 
 

事 業 所 名 
 

受講者氏名 役職または所属 

所 在 地 
(〒        -         ) 

  

ＴＥＬ／ＦＡＸ 
TEL                            FAX 

  

申 込 担 当 者 
氏名                           役職または所属 

  

業 種 ( ○ 印 ) 製 造・建 設・小 売・卸 売・サービス・その他 

  
※ご記入いただいた情報は、主催者からの各種連絡･情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用します。 

消費税軽減税率制度説明会 

 

 

 
 


